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情報通信行政・郵政行政審議会  

電気通信事業部会（第７４回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

平成２８年９月２７日（火）１３時５８分～１５時６分 

於・総務省 第１特別会議室（８階） 

第２ 出席した委員（敬称略） 

辻 正次（部会長）、酒井 善則（部会長代理）、大谷 和子、関口 博正、 

長田 三紀、三友 仁志、山下 東子 

                             （以上７名） 

第３ 出席した関係職員等 

富 永  昌 彦（総合通信基盤局長） 

巻 口  英 司（電気通信事業部長） 

秋 本  芳 德（総合通信基盤局総務課長） 

竹 村  晃 一（事業政策課長） 

堀 内  隆 広（事業政策課市場評価企画官） 

藤 野    克（料金サービス課長） 

内 藤  新 一（料金サービス課企画官） 

廣 重  憲 嗣（電気通信技術システム課番号企画室長） 

東    政 幸（情報流通行政局総務課課長補佐（事務局）） 

第４ 議題 

１ 諮問事項 

  ア 電気通信事業法第 12 条の２第４項第２号の規定による特定電気通信設備

の指定について【諮問第 3087 号】 

  イ 電気通信事業法第 109 条第１項の規定による交付金の額及び交付方法の認

可並びに同法第 110 条第２項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可

（ユニバーサルサービス制度に基づく交付金の額及び交付方法の認可並びに

負担金の額及び徴収方法の認可）について【諮問第 3088 号】 
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  ウ 電気通信番号規則等の一部改正について【諮問第 3089 号】 

 

 ２ 報告事項 

   ア 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の平成 27 年度における

基礎的電気通信役務の提供に係る経営効率化等の報告について 

 

開  会 

 

○辻部会長  それでは、皆様お揃いになられましたので、ここで情報通信行政・郵政行

政審議会電気通信事業部会第７４回を開催したいと思います。 

 本部会には、委員８名中７名が出席されておりますので、定数を満たしております。 

 

議  題 

 

（１）諮問事項 

ア 電気通信事業法第 12 条の２第４項第２号の規定による特定電気通信設備の指

定について【諮問第 3087号】 

イ 電気通信事業法第 109 条第１項の規定による交付金の額及び交付方法の認可並

びに同法第 110条第２項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可（ユニバー

サルサービス制度に基づく交付金の額及び交付方法の認可並びに負担金の額及び

徴収方法の認可）について【諮問第 3088 号】 

ウ 電気通信番号規則等の一部改正について【諮問第 3089号】 

 

○辻部会長  それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思い

ます。本日の議題は、諮問事項３件及び報告事項１件でございます。 

 まず、諮問第３０８７号「電気通信事業法第１２条の２第４項第２号の規定による特

定電気通信設備の指定」について審議をいたします。 

 総務省から説明をお願いいたします。 

○竹村事業政策課長  それでは、電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定につ

いて、諮問の概要を説明させていただきます。お手元の資料７４－１の中のＡ４のパワ
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ーポイント横の資料７４－１－１をご覧ください。 

 １ページおめくりいただきまして、本件は、本年５月２１日に施行されました改正電

気通信事業法における登録の更新制に関する告示の一部改正を行うものでございます。

一種指定設備設置者や二種指定設備設置者、またはその特定関係法人、すなわちグルー

プ会社が合併や株式取得によってグループ外の大規模事業者、すなわち特定電気通信設

備の設置者を吸収等する場合に、当該指定設備設置者には電気通信事業の登録の更新が

義務付けられてございます。総務大臣は、事業者からの申請を受けて、電気通信の健全

な発達等の観点から審査し、登録の更新の可否を判断するという枠組みでございます。 

 次の２ページをご覧ください。ここでは、制度が適用されます具体的な事例をご紹介

します。ケース①の場合は、指定設備設置者Ａがグループ外の特定設備設置者Ｂを合併

等する場合でございます。ケース②は、指定設備設置者Ａがグループ外の特定設備設置

者Ｂをグループ会社化するという場合でございます。ケース③は、指定設備設置者Ａの

グループ法人Ｃが、グループ外の特定設備設置者Ｂと合併等する場合でございます。こ

ういった場合に登録の更新が必要になるということでございます。 

 その次、３ページでは、特定電気通信設備とは何かということについてご説明させて

いただきます。特定電気通信設備は現在、固定通信については、一種指定設備に加えま

して、都道府県における加入者回線シェアが１０％超という指定基準によりまして、ご

覧の７社が総務省告示により指定されてございます。移動通信については、二種指定設

備に加えまして、業務区域における端末シェア３％超という指定基準によって、ご覧の

１社が告示により指定されております。 

 それでは、次の４ページにいきまして、今回諮問させていただきます告示改正案の概

要をご説明いたします。表には委員限りの情報が含まれているため、取り扱いにはご注

意いただきたいと思います。 

 まず、固定通信については、岐阜県における中部コミュニケーションの加入者回線の

シェアが平成２７年度末に１０％を超えましたために、新たに特定電気通信設備として

指定することとしたいというものでございます。また、徳島県におけるＳＴＮｅｔの加

入者回線のシェアが１０％以下となりましたために、特定電気通信設備としての指定を

解除することとしたいというものでございます。 

 移動通信につきましては、ＵＱコミュニケーションズの端末シェアが平成２７年度末

に３％を超えましたために、新たに同社の設備を特定電気通信設備として指定すること
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としたいと考えてございます。 

 本件は、以上について総務省告示の改正案を諮問するものでございます。説明は以上

でございます。 

○辻部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたらお願い

いたします。 

 ございませんでしょうか。 

○三友委員  ありがとうございます。確認です。シェアの計算の方法ですが、単年度と

いいますか、年度末で示されているものと、２年間の平均で示されているものとありま

すけれども、これは何か基準のあり方というのがあるのでしょうか。 

○竹村事業政策課長  固定と移動で確かに基準は違うわけでございますけれども、それ

ぞれ一種指定設備と二種指定設備におけるデータのとり方が、固定の場合には前年度末

となっておりまして、移動の場合には前々年度末と前年度末の平均値を取って前年度の

年央値を算出するということをやっておりますことから、それを踏襲したものでござい

ます。 

○辻部会長  よろしいでしょうか。 

○三友委員  はい。 

○辻部会長  多分に移動通信はシェアの変化が激しいから、時点で見るより、期間の平

均みたいなもので見たほうが正確になるような気がします。いきさつは忘れましたけれ

ども。 

○三友委員  違う基準なものですから、確認させていただいたものです。 

○辻部会長  ほかにどなたかございませんでしょうか。 

 これも昨年度もここで審議していただいて今年施行されたものでありますので、初め

ての改正ということでありますが、これでよろしいかと思います。 

 それでは、本件につきましては、当審議会の議事規則第４条第１項の規定に従いまし

て、諮問された内容を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載

するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。 

 本件に関する意見招請は１０月２７日木曜日までといたしますが、よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 
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○辻部会長  それでは、その旨決定することといたします。ありがとうございました。 

 続きまして、諮問第３０８８号「電気通信事業法第１０９条第１項の規定による交付

金の額及び交付方法の認可並びに同法第１１０条第２項の規定による負担金の額及び徴

収方法の認可」について、総務省から説明をお願いいたします。 

○藤野料金サービス課長  料金サービス課の藤野でございます。お手元の資料７４－２

でご説明させていただきたいと思います。 

 表紙をめくっていただきまして、１ページ目が諮問書でございますけれども、２ペー

ジ目が申請概要でございます。こちらは、ユニバーサルサービスの赤字の一部を補填す

るための交付金の制度に基づきまして、一般社団法人電気通信事業者協会様から認可の

申請があったものでございます。 

 申請の概要でございますけれども、平成２９年、要するに来年に交付、負担される交

付金あるいは負担金に関するものでございまして、申請の概要に①とございますが、交

付金の額と交付方法、それから、②とございますが、負担金の額と徴収方法について申

請があったものでございます。 

 ユニバーサルサービスがどのような赤字になっているのか、それから、交付金、負担

金がどのように算定されているのかをご覧いただきたいと思いますので、まず、１１ペ

ージからの参考資料をご覧いただければと思います。 

 １２ページをご覧いただきますと、２７年度のＮＴＴ東日本・西日本のユニバーサル

サービスといっておりますが、電気通信事業法上は基礎的電気通信役務といっておりま

すけれども、こちらの収支をまとめたものでございます。 

 左がＮＴＴ東日本、右がＮＴＴ西日本ですが、東日本では加入電話の赤字が３７２億

円、第一種公衆電話が１８億円の赤字、合計３９０億円となってございます。西日本は、

同様に加入電話が４１０億ほど、第一種公衆電話が１５億円ほどの赤字でございまして、

合わせて４２６億円の赤字となっております。東西合わせて８１６億円の赤字ですけれ

ども、この一部を補填するということで今回の申請があったものでございます。 

 次の１３ページ目から補填対象額の算定についてご説明しておりますので、こちらを

ご覧いただければと思います。先ほどご覧いただきました収支は実際にかかった費用、

収益によるものでございますが、今度はＮＴＴ東日本・西日本の収益、こちらは実際の

収益でございますけれども、原価は管理部門を長期増分費用モデルで算定したものを掲

げてございます。いわゆるインフラの部分の費用をここであらわしているわけでござい



－6－ 

ますけれども、それに対して、これを使う形になっている利用部門の営業費等が入るわ

けですが、こちらは実額で記載してございます。 

 これによる赤字を東と西についてそれぞれ算定してございますけれども、まず、基本

料、アクセス回線のところについてそれを掲げたものでございます。ここで対象として

いるアクセス回線は、表の右側のほうに回線数を掲げてございます。こちらはユニバー

サルサービスですので、本来ですとメタル回線だけになるわけでございますけれども、

平成２０年の制度見直しで、メタル回線のほかに、一部でＩＰ電話に移行した回線を合

算してございます。合わせて、黄色のところにありますけれども、４,４８４万回線と

なっていますので、こちらの赤字額をＬＲＩＣモデルも使って算定したものをここに掲

げているわけでございます。 

 結論からいうと、このうちの４.９％に当たるわけですけれども、赤字の額の大きい

ものから右から並べていきまして、同じページの右下にグラフがございますけれども、

並べた中で、全国平均費用に標準偏差の２倍分、平均から離れた部分のものを集計して

出しますと、加入電話回線数が２１９.７万回線となります。こちらについて、補填対

象となる額を算定してございます。それが３１億円となっております。 

 次の１４ページ目になりますと、今度は、同じ加入電話の緊急通報、警察や消防等に

かける場合の費用でございます。これは、警察や消防等の側の引き込み回線の赤字を算

定しております。対象となる、かける側の加入電話回線数は、先ほどのような補正をし

ていませんので、２，０５７万回線についてまず、算定しまして、このうちの４.９％、

１００.８万回線からかける対象となる警察や消防等の側の引き込み回線の額を出して

ございます。結論から申しますと、表の下のほうでございますけれども、５，７００万

円を補填対象額と算定しております。 

 続きまして、１５ページをご覧いただきたいと思います。ユニバーサルサービスの対

象となっていますのは、先ほどご覧いただいたようなアクセス回線に係るもの等に加え

まして、第一種公衆電話に係るものがございます。市街地ですと５００メートル四方、

それ以外の地域ですと１キロメートル四方に１台は確保しようということで設置されて

いる公衆電話についてでございますけれども、現在、東西合わせて１１万台弱あるとい

うことで、ここから、まず市内通信に係るものの補填対象額を算定しています。それが、

このページの上の方にありますが、約３７億円となります。 

 それから、下の方ですけれども、離島特例通信といっておりまして、離島と、もとも
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とトラフィックが多いところの本土側を隣接したＭＡとみなしている部分でございます

けれども、こちらについても算定しています。公衆電話の台数でいうと、１万３,８６

１台ということで、これに対応する補填対象額を８００万円と算定してございます。 

 次の１６ページをご覧いただきたいと思います。今度は公衆電話からかける緊急通報

に係る補填対象額を計算しています。先ほどの緊急通報の場合と異なりまして、公衆電

話側の赤字分を見ているわけでございますけれども、こちらが３００万円と算定されて

ございます。 

 １７ページをご覧いただきたいと思いますけれども、今まで申し上げたような金額を

合計すると、このページの上の方になりますが、赤枠で囲った東西合わせて６９億２,

７００万円を補填対象額として算定しております。 

 これに、申請者の支援業務分７,３００万円を加えまして、それから、前年度分の繰

越がございますので、その分を引いて、最終的に利用者の方に転嫁される番号単価とい

うのが算定されます。矢印を追っていただきますと、分数がございまして、全体の金額

を電話番号の数で割るという作業をしてございますけれども、出た数字が２.３６円余

りということで、番号単価としては２円になります。 

 今、申し上げました補填対象額の６９億円は、前年度の６７億円余りから額が増えて

おります。近年の傾向は、むしろ減っていく傾向にありましたので、今回、ややイレギ

ュラーにも見える現象が起こっているわけですけれども、１つは、ＮＴＴ東西の報酬額

が増えているのと、長期増分費用モデルにおいて、一部地域で需要の減によって交換機

が必要ないとみなされたところでは、リモートターミナルを設置しますので、そのため

に加入者回線が長くなってしまうように見えてしまうというところがございまして、そ

の分のコストが加わって、このように若干増えているということになってございますが、

１番号当たりの単価で見ますと２円程度ということですので、おおむねこれまでの傾向

並みという結果になっているわけでございます。 

 以上の算定の結果を踏まえて、認可申請の内容でございますけれども、恐縮ですけれ

ども、前の方に戻っていただいて３ページをご覧いただきたいと思います。こちらの補

填対象額、東西合わせて６９.３億円ということでございます。再掲で下の方に実際の

赤字額を出していますけれども、このうちの一部であるということで、これを補填する

ということにしているものでございます。 

 そして、４ページをご覧いただきますと、実際の交付金の額をここで出してございま
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す。ＮＴＴ東日本・西日本で利用者に転嫁されて集める額というのは、結局自分のとこ

ろにまた払われるわけですので、そこを相殺する形で算定しています。例えば、東日本

ですと、４０.４億円からＮＴＴ東日本のところで負担される額を引いた形で交付金と

いう額が算定されております。 

 交付方法でございますが、銀行振込で行うと。その際の手順に従った通知等を行うこ

とが申請されてございます。 

 今度は、これを負担する側から表現したものがございます。６ページにまいります。

こちらは負担金の額の考え方を書いてございます。ここで負担金といいますのは、先ほ

どの交付される交付金の財源という形で考えておりますので、アの（ａ）及び（ｂ）の

ところは、先ほど計算された番号単価に番号の総数を乗じた額が示されているのですけ

れども、プラス（ｃ）の前年度の残余額、こちらは、前年度にも既に集めたものですが、

交付金の財源としてここに含まれるということで、これを足した形で表現されてござい

ます。 

 ８ページにまいりますけれども、負担金の徴収方法がここで申請されてございます。

基本的には銀行振込で行う、その際の通知等を行う、それから、納付期限や延滞金の考

え方もここで示されてございます。 

 以上の申請内容を見ますと、９ページ、１０ページでございますけれども、電気通信

事業法第１０９条１項の規定による審査の審査基準の細目を総務省にて定めてございま

すけれども、これに照らして「適」と、問題ないのではないかと判断してございます。 

 以上について、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○辻部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願い

いたします。 

○山下委員  それでは、１つ伺ってよろしいですか。１５ページのところになるのです

が、離島特例通信について、細かい話になりますけれども、教えていただければと思い

ます。 

 今、離島と本土側の隣接ＭＡの間と伺いましたが、例えば瀬戸内海の離島等の場合は、

隣接の一番近いところが他県だったりする島があるのです。そういう場合は他県の方と

のＭＡで繋ぐのでしょうか。それとも、同じ県側に繋いでいくような考えになっている

のでしょうか。 
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○藤野料金サービス課長  県内にするということにはなっていないと思いますので、や

はりトラフィックの一番多いところの隣接にあるとみなしていると理解してございます。 

○山下委員  それから、離島の場合、高齢化が進んで無人になろうとしているところは

結構時間の問題だったりするところがあるわけですけれども、離島に人が住んでいなく

なった場合、そこはこの対象から外れていくのでしょうか。人がいないというのは、実

際の居住ではなくて、住民票ベースでお調べになっていらっしゃるのかなと思うのです

けれども、あまり大きな金額ではないのであれですが、今後、人が住まなくなっていく

とこの金額は小さくなっていくのだろうかということを思いましたので、お尋ねする次

第です。 

○藤野料金サービス課長  こちらは公衆電話ですので、その近くに住民がいるかという

よりは、基本は、先ほど申し上げたような面積によるのですけれども、ただ、市街地と

違う場合には１キロメートル四方に１台という基準になりますので、その分、公衆電話

の設置基準は緩やかになるわけですけれども、そういった基準で置かれているものと理

解してございます。 

○山下委員  ありがとうございました。 

○辻部会長  公衆電話を設置する位置というのは、今のように人口が変わっていったら、

メッシュの中で１台で計算されていますけれども、実際の問題は、撤去したり置きかえ

たりというのは事業者の方がされておられるのですか。 

○藤野料金サービス課長  数は大分減らされてきているのが公衆電話の実態でございま

すけれども、最低限、面積当たりでは拠点としては置いておこうということで置かれて

いるのが第一種公衆電話ですので、撤去されている部分は第一種公衆電話ではないもの

がかなり多いのだと思います。 

○辻部会長  それでは、はい。 

○関口委員  記憶があやふやなので、あまり正しくないかもしれないですけれども、今、

山下委員がお尋ねの無人になってしまったところの電話回線サービスを、公衆電話を含

めてどうするかというのが、これから多分大きな問題になってくると思うのですけれど

も、現状は、人が住む可能性がある限り回線は維持しなければいけないはずだと思いま

す。無人になっても、そこは人が住まない、居住を放棄するということがはっきりすれ

ば扱いは変わってくると思うのですが、そこに人が戻ってくる可能性がある限りにおい

ては回線を撤去するということはないと思います。 
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 だから、限界集落についても、ラストリゾートとして電話は必ずつながる環境を維持

するということになっていると思います。これから、国交省を含め、いろいろな議論が

巻き起こるとは思いますが、少なくとも電話に関しては、人が住める環境である限り、

そこに人がいようといまいと電話サービスができる環境を維持するはずだと思っていま

す。 

○山下委員  よろしいですか。そんなに本質的ではなくてあれなのですが、今、有人離

島が２００（正しくは４２１）ぐらいあると思うのですけれども、離島全部で６,００

０（正しくは６，８４７）ぐらいあるのです。ただ、その中には、人が住んでいないけ

れども、住む可能性のあるところも非常に多いと思うのです。そのあたり、過去に住ん

でいた実績があって住まなくなったところというふうに先生はおっしゃっているのでし

ょうか。あとの５,８００はどういう扱いなんだということになりかねないと思うので

す。 

○関口委員  よくわからないのですが、多分、電話回線が引いてあれば、それを撤去す

ることはないと思います。住んだ人がいないという島の場合であれば、そもそも電話回

線は引いていないはずですから、そこに引く義務はないと思います。 

○辻部会長  いえ、ユニバーサルサービスだから、人が住むことを想定してひいている

のではないでしょうか。 

○関口委員  ですから、住んだタイミングで引いてくれと言ったら引かなければいけな

い。 

○辻部会長  そういうことですね。 

○関口委員  引いてあった人がいなくなってしまったときには、直ちにはその回線は撤

去しないはずです。 

○酒井部会長代理  今の点は微妙かもしれません。無人島に住んで電話を引いてくれと

いって、本当に引く義務があるかどうかということまで、私も肝心なことはわからない

ですけれども。 

○藤野料金サービス課長  公衆電話じゃなくて加入電話ですと、住まれている方のとこ

ろに引くことになるので、引いて下さいということであれば、基本は引くのだと思いま

す。 

○酒井部会長代理  本当に全然誰も住んでいない無人島に冒険で住んでみようと思って

も、ＮＴＴは引かなければいけないのでしたっけ。 
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○竹村事業政策課長  基本的に、サービス提供エリア外といいますか、全く新しいとこ

ろに住まれるときには、それなりの負担金をいただいて引いておられると承知していま

す。 

○辻部会長  ありがとうございました。 

 いろいろ議論が出ましたが、ここの重要な金額あるいはユニバーサルサービスの番号

単価は、基本的に交付金や負担金に係る算出方法は昨年と変わっておりませんので、こ

の金額で妥当かと思います。また、徴収方法につきましても例年どおりでありますので、

よろしいかと思いますがいかがでしょうか。 

 本件につきましては、当審議会の議事規則第４条第１項の規定に従いまして、諮問さ

れた内容を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなど公

告し、広く意見の募集を行いたいと思います。 

 なお、本件に関する意見招請は１０月２７日木曜日までといたしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻部会長  ありがとうございます。それでは、その旨決定することといたします。 

 続きまして、諮問第３０８９号「電気通信番号規則等の一部改正」について、総務省

から説明をお願いいたします。 

○廣重番号企画室長  番号企画室の廣重でございます。 

 お手元の資料７４－３をご覧いただけますでしょうか。諮問書、改正概要、新旧対照

表ということになっておりますが、このうち改正概要、横長のパワーポイントの資料で

ございますけれども、これに基づきましてご説明いたします。 

 横長の資料、電気通信番号規則等の一部改正についてというものをおめくりいただき

ますでしょうか。１ページ目、諮問の背景・概要であります。まず、背景といたしまし

ては、データ通信を中心とした携帯電話サービスの急速な拡大があります。そのため、

携帯電話番号の枯渇対策が必要になっております。また、あらゆるものがインターネッ

トに接続されるＩｏＴ時代において、Ｍ２Ｍの特性に対応した番号制度が必要になって

ございます。 

 こうした状況を受けまして、情報通信審議会において、昨年ですけれども、携帯電話

番号の有効利用に向けた検討を行いました。その結果、昨年１２月、Ｍ２Ｍ等の利用に

ついて、０２０番号を開放することが適当という答申が示されたところでございます。
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今回の諮問におきましては、情報通信審議会において示されたこういった方向性に基づ

きまして、実際に番号制度を改正したいというものでございます。 

 改正の概要でございますけれども、Ｍ２Ｍ等専用番号として０２０番号を創設する、

このために電気通信番号規則を改正したいと思います。それから、Ｍ２Ｍ等専用番号に

ついてはユニバ料負担の対象外としますので、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金

及び負担金算定等規則についても改正を行いたいと考えております。そのほかにも関係

する省令、告示等を改正する必要が出てきます。 

 具体的な施行期日でありますけれども、改正省令の施行期日は平成２９年１月１日を

予定しているところでございます。 

 以上が概要でございますが、詳細については２ページ目以降をご覧いただけますでし

ょうか。 

 ２ページ目、０Ａ０番号帯の使用状況でございます。０Ａ０番号帯は、それぞれの番

号帯で用途を設定してございます。この表をご覧いただきますと、上から、０１０につ

いては国際電話という用途になってございます。次に、０２０の番号帯でございますが、

いわゆるポケベルとして０２０－４の番号帯を今、指定してございます。それ以外のも

の、例えば０２０－１でありますとか、あるいは０２０－５というものについては、未

指定ということで８,０００万の空き番号がございます。ここをＭ２Ｍ等専用番号にし

たいというものでございます。 

 それから、下の方にいきまして、０３０、０４０といきまして、０７０、０８０、０

９０でございますが、これが携帯電話、ＰＨＳに現在使用されているところでございま

す。０８０と０９０につきましては、番号容量９,０００万ございますけれども、全て

の番号が指定済みとなっておりまして、事業者にわたってございます。唯一０７０でご

ざいますけれども、指定可能数のところを見ていただきますと、３,７４０万となって

ございまして、これが総務省の手元にある未指定分の番号数という状況でございます。 

 ページをおめくりいただきまして、３ページ目でございます。携帯電話・ＰＨＳの契

約数の推移をグラフにしたものでございます。契約数をベースにしておりますが、ほぼ

１契約１番号とお考えいただければよろしいかと思います。全体を見ていただきますと、

契約数は年々伸びてございます。平成２８年３月で見ますと、契約数全体で１憶６,０

４８万件となってございます。 

 この内訳でございますが、うぐいす色の部分を見ていただきますと、データ通信専用
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契約（通信モジュールを用いるもの）でございますけれども、２８年３月時点で１,２

９７万件、１年前に比べて１１.０％の増加となってございます。その下、データ通信

専用契約ですけれども、通信モジュール以外のものでございますが、これにつきまして

は２,５１２万件、１年前に比べて１０.７％増となってございます。このように、デー

タ通信専用部分が伸びてございますので、番号枯渇対策の観点からはこういった需要の

拡大に対応する必要があるということでございます。 

 次の４ページにまいります。携帯電話・ＰＨＳの電話番号の指定可能数の推移でござ

います。これは、総務省の手元にあります未指定分の番号、いわゆる番号の在庫を示し

たグラフでございます。年々減少しているところであります。平成２８年３月、最新の

状況でいいますと、番号の在庫が３,７４０万という状況になってございます。このペ

ースで減少していきますと、近い将来、携帯電話番号の枯渇のおそれが出てくるという

状況でございます。 

 次のページをお願いいたします。Ｍ２Ｍ関連の需要予測でございます。今までは番号

枯渇の話でございましたが、これからはＭ２Ｍ関連のことでございます。 

 今後、ＩｏＴ社会が進むにつれて、Ｍ２Ｍ関連の番号の需要は拡大していくと予測さ

れているところでございます。各シンクタンクからはいろいろな予測値が出てございま

す。平成３２年、２０２０年ごろでございますけれども、４,２００万番号という予測

値、あるいは９,１６２万件、あるいは、平成３０年でありますけれども３,０００万回

線という予測がございます。 

 いずれにしましても、こうした需要の拡大が見込まれております。これに対応いたし

まして、番号制度の面からＭ２Ｍの特性に合った番号を創設して、ＩｏＴの推進を後押

ししていくことを考えているところでございます。 

 ６ページ目、こうした状況を踏まえまして、情報通信審議会の答申におきまして、Ｍ

２Ｍ専用番号の対象サービスの概要が示されているところでございます。Ｍ２Ｍ等専用

番号、０２０のサービス内容ですけれども、対象となりますのは、まずはＭ２Ｍサービ

ス、それから、Ｍ２Ｍサービス以外のデータ通信専用サービスが対象になるということ

でございます。 

 基本、データ通信専用でございますが、ＳＭＳ、それから、音声通話サービスについ

ても一部認めるということでございます。Ｍ２Ｍ、あるいはデータ通信専用でございま

すので、相手は機械になります。したがって、電話をかけても人間は出ませんし、ＳＭ
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Ｓを送っても返事が来ないという特殊な番号でございます。こういう特性をもった番号

が現在の番号と同じように認識されると利用者に混乱を与えるおそれがあるということ

でございますので、審議会の答申においては、ＳＭＳについては、人と人との間でＳＭ

Ｓ送受信を行うサービスについては対象としないことが適当というふうに示されてござ

います。 

 それから、音声についても同じでありまして、付随的な音声通話サービスの取り扱い

につきまして、限定的な音声通話サービス、具体的には（ⅰ）Ｍ２Ｍサービス利用者が

番号を認識する必要がない使用形態であり、かつ（ⅱ）特定の者のみとの間で行われる

場合につきましては使用可能とすることが適当という答申でございました。 

 また、その他のサービスの扱いでございますけれども、現時点で想定されないような

サービスについて柔軟に利用できる枠組み、例えば、人が物に発信するようなサービス、

いわゆるＨ２Ｍでございますけれども、こういったものについても０２０番号の利用が

許容され得るということでございました。 

 次のページでございます。以上のような議論を受けまして、実際どういうサービスが

０２０番号の対象となるかという状況を模式化したものでございます。上の段から「パ

ケットのみ」「パケット＋ＳＭＳ」「パケット＋ＳＭＳ＋音声」という３つの区分で考え

てございます。 

 まず、「パケットのみ」でございますけれども、これにつきましては、データ通信専

用、データ通信しかしないということでございますので、０２０が問題なく使えるとい

うものでございます。 

次に、「パケット＋ＳＭＳ」でございますけれども、Ｍ２Ｍ専用につきましては、Ｓ

ＭＳは基本的に機械の制御用に用いるということでございますので、これは０２０が使

用できます。他方、Ｍ２Ｍ以外のもの、あるいはＭＶＮＯユーザー向けのものにつきま

しては、基本的に人と人とのメッセージ交換に使われる場合が多いと。利用者に対しま

して、そういった人と人とのメッセージ交換に使ってはいけないというようなことはな

かなか言いづらいということでありますので、現在と同様に０７０を使うというもので

ございます。 

 さらに、一番下の「パケット＋ＳＭＳ＋音声」でございますが、Ｍ２Ｍにつきまして

は、音声は実際には不特定多数の者と通話ができるような仕様が主体になってございま

す。従いまして、通話先が限定される、あるいは番号を認識しないということはなかな
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か難しいということで、基本的に全て０７０を使いたいということでございます。 

 ただし、昨年の審議会でもご議論いただきましたが、限定的な音声サービス、具体的

にはカーナビでありまして、ドライバーがヘルプボタンを押すとオペレータと通話でき

るような、限定的な音声サービスを使うカーナビについては、今後でございますけれど

も、０２０番号を使用する可能性はあるだろうということでございました。 

 ８ページ目でございます。以上のような状況を踏まえまして、電気通信番号規則等の

一部改正を以下のように行いたいと考えてございます。 

 まず、対象とするサービスの範囲でございますが、右側を見ていただきますと、主と

して「データ伝送役務」と「上記以外」という２つに区分してございます。省令レベル

におきまして、主としてデータ伝送役務、上の赤枠と、音声が中心となるそれ以外とい

うふうに分けまして、下の赤枠については０２０の対象外とすると。 

 上の赤枠からさらに、告示でございますけれども、これによりまして、緑の部分を対

象外にしてございます。対象外①としては、ＳＭＳであって利用者間で送受信を行うも

のを対象外にする。それから、②でございますけれども、音声伝送役務であって、利用

者が番号を認識できるもの、または第一種指定電気通信設備との間で呼の接続を行うも

の、この２つにつきましては０２０の対象外とする。 

 残ったものにつきまして、青色の対象という枠でございますけれども、パケットのみ

とパケット＋ＳＭＳの一部、それから音声の一部につきまして、これが０２０の対象に

なるというものでございます。対象外となるものは、従来どおり０７０を使う。さらに、

枠外に書いてございますが、個別に審査をいたしまして、総務大臣が特に認めるものに

つきましては、０２０ではなくて０７０を使うという制度にしたいと考えてございます。 

 次のページでございますが、その他の改正のポイントでございます。Ｍ２Ｍ等専用番

号につきましては、０２０番号帯、ポケベルに使っております０２０４を除く番号帯を

開放いたします。また、当初は１１桁で導入いたします。桁増しという議論も昨年ござ

いましたけれども、実際桁増しをするに当たっては、ネットワーク改修のコストがかか

るということもございますので、導入当初は１１桁で開始したいというものでございま

す。 

 それから、指定要件等でございますが、できるだけ０２０は使いやすい番号にしたい、

そのために指定要件の緩和を行いたいと思っております。①緊急通報、②番号ポータビ

リティ、③技術基準（音声通話の品質）ですけれども、これについてはいずれも要件と
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はしません。他方で、④でございますが、第１種指定電気通信設備につきましては、接

続はしないということでございます。これは、音声通話の相手先を限定するという意味

もありますし、もう一つ、ユニバ料負担の対象外ということを明確化するという趣旨で

もあります。 

 それから、⑤でございますが、基地局免許の保有につきましては維持をしたいと考え

てございます。０２０番号は携帯電話ネットワーク利用が前提でございますので、従来

の０７０と同様に基地局の保有は指定要件といたしたいと思います。 

 それから、経過措置でありますが、既に指定済みの携帯電話番号０９０、０８０、０

７０につきましては、これまで同様に使用ができるということにしておりまして、強制

的な移行は行わないとしているところでございます。 

 １０ページ目につきましては、Ｍ２Ｍサービスの携帯電話番号の利用の典型例という

ことで、参考までにつけたものでございます。 

 こうした内容で省令を改正し、具体的な制度改正をしていきたいと考えてございます。

以上でございます。 

○辻部会長  どうもありがとうございました。今後はＩｏＴが伸びていきますので、そ

れを可能とするような基礎的な要件かと思います。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見がございましたらお願い

したいと思います。どなたでも結構です。 

 では、電気通信番号委員会の主査でいらっしゃいます酒井先生、何かご意見等、ご感

想とかございましたら、一言お願いしたいと思います。 

○酒井部会長代理  ここで特別意見があるわけではないのですが、昨年ですけれども、

議論のときに、まず、Ｍ２Ｍとは何なのかという定義からはじまりまして、声の入って

いないものがＭ２Ｍではないのかどうかということの議論もありまして、最終的には番

号を意識することがないものはＭ２Ｍで、仮に声が入ってもいいようにしようというこ

とと、今後いろいろな事例が出てくるでしょうから、また、この後で議論すればいいだ

ろうということでこういう形になったと思います。 

 それから、数ですけれども、本当にものすごい数になった場合に１１桁では足りない

のですけれども、その場合には桁増しをすればいいだろうと。ただ、最初から桁増しを

すると結構お金がかかるし、もし、それほど伸びなかったら１１桁で済んでしまうので、

とりあえずこれでやってみて、非常に伸びてくるようでしたら、その時点で桁増しを考
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えようと。多分そのような形が中心になってこういう形でまとまったと思います。 

○辻部会長  ありがとうございました。 

○関口委員  ５ページの需要予測のところで、最後に最終的な需要２億１,７００万番

号とあります。Ｍ２Ｍはおそらく爆発的に需要が増えるだろうと私も思っているのです

けれども、シンクタンクは１億を超える予測を出していないので、この２億１,７００

万番号と予測されたのは何か別の根拠というか、土台があって、このアスタリスクが出

てきているのでしょうか。そこだけ教えていただければと思います。 

○廣重番号企画室長  この根拠につきましては、同じくシンクタンクの予測でございま

す。ただ、上に書いてありますのは、時点を区切っておりますので、２０２０年という

のが一つで、その時点で４,２００万番号と。それをさらに延長していくと、最終的に

はこれぐらいになるのではないかという趣旨だったかと思います。 

○関口委員  最終的なというのは、年度を区切らないという意味なのですね。 

○廣重番号企画室長  はい、そういうことです。 

○関口委員  了解しました。そうなると、０２０は８,８００万しか残っていませんか

ら、当然、桁を増やすような話になるのでしょうね。ありがとうございます。 

○大谷委員  よろしいでしょうか。教えていただきたい点があります。今、資料でご説

明いただいたときに、「通信モジュール」という言葉を言われていたのですけれども、

通信モジュールについて、この電気通信事業法の体系の中で、ほかでも同じような意味

で使っている部分があると思うのですけれども、そこと全く同じ意味で使っているのか

どうかを教えていただければと思います。 

 また、その関係で、添付していただいている電気通信番号規則の新旧対照表で、通信

モジュールに相当する言葉をどういうふうに表現しているのか、その箇所を教えていた

だければと思います。お願いします。 

○廣重番号企画室長  まず、「通信モジュール」でございますが、省令上は規定してご

ざいません。あくまで主としてデータ伝送役務ということでまずくくりまして、そこか

ら番号を認識するようなものを除外していくと。その残滓が０２０ということで規定し

てございます。なので、「通信モジュール」と明示的にここに書いてあるものではござ

いません。 

○大谷委員  わかりました。ありがとうございます。 

 それで、かつてこの電気通信事業部会でも通信モジュールについて議論した回があっ
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たと思っているのですけれども、通信モジュールを移動通信分野における禁止行為か何

らかの規制から外すという議論が１年以上前にあったと記憶しています。今回はもちろ

ん番号規則の話ですので、全体的な整合性がとれているかということまでは必ずしも詰

めなくていいと思います。今、ご回答にあったように、通信モジュールそのものを定義

しているのではなくて、主としてデータ伝送役務の用に供するものであってという言い

方をして、一部除外する形でイメージするＭ２Ｍを表現しているということですので、

その整合性にこだわるということは不要なのだとは思っていますけれども、もしご記憶

であればご教授いただきたいと思います。 

○廣重番号企画室長  昨年、事業法改正のとき、通信モジュールということでいろいろ

と具体例も出てきたというふうに記憶してございます。今回の番号規則を改正するに当

たりまして、通信モジュールを実際に書こうか、引用しようかというアイデアもあった

のですけれども、審議会答申にありましたように、今後どういうサービスが出てくるか

わからない、できるだけ柔軟な制度をという要請もございましたので、あえて通信モジ

ュールと規定せずに、必要なものだけを除いて残滓という形で今回は規定したものでご

ざいます。済みません、回答になっているかどうか。 

○大谷委員  大丈夫です。そのようなご趣旨であれば、今回の議論においては全く、本

当に何が出てくるかわからないというか、むしろこれから使っていただいてＩｏＴを活

性化させていきたいという施策ですので、その施策の趣旨には沿った形で今、まとめて

いただいて、原案をご用意いただいているものと理解しております。 

 ただ、これからＭ２ＭですとかＩｏＴについてどんな施策を総合的につくり上げてい

くのかといったことについて、全体の見取り図みたいなものを自分の中に持っておいて、

それで議論に参加させていただきたいとも思っておりますので、差し支えなければ、別

の場でも結構ですので、情報などをご提供いただければと思っております。 

○辻部会長  今の大谷委員のご意見もごもっともで、今後は番号だけが増えるわけでは

ないものですから、ＩｏＴが伸びるほかのいろいろな総合的な施策が必要になってくる

と思いますので、我々とまた情報を共有させていただけるとありがたいと私も思います。 

○酒井部会長代理  ＩｏＴのアドレス自体はもちろん爆発的に増えるでしょうけれども、

番号がそのうち何％を占めて、あとはインターネットのＩＰアドレスになるのか、この

あたりをまだ完全に予測しきっているわけではないだろうと思いますので、全てのもの

が番号で区別するようになったら、多分足りるわけないと思います。 
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○辻部会長  それでは、どうぞ。 

○内藤料金サービス課企画官  先ほどの補足になりますけれども、事業法改正に伴って

施行規則について、移動通信市場の市場支配的事業者に対する不当な優遇禁止の対象と

なる相手の規模について、通信モジュール向けサービスは除かれる、という改正をして

いますので、補足させていただきます。 

○辻部会長  そのほかご意見はございませんでしょうか。 

 それでは、山下委員。 

○山下委員  また番号の話に戻るのですが、２ページの使用状況の一覧表のところで、

既に０７０から０９０でＭ２Ｍになっている、割り当ててしまった番号が幾つかあると

思うのですけれども、その方々も将来０２０に引っ越してくる可能性があるわけです。

それはどのぐらいの数があるのかということが１つと、もう一つ確認させていただきた

いのは、０２０の番号で、０２０－４ですが、残り指定可能数８８０万あります。これ

はＩｏＴに使えるものと考えるのですか。それとも、これはポケベル専用で置いておく

８８０万なのでしょうか。 

○廣重番号企画室長  ２番目の質問からですけれども、０２０－４につきましてはポケ

ベル用に置いておく番号でございます。なので、残りの、１１桁を前提にしますと８,

０００万が番号空間として今回開放するというものでございます。 

 それから、０２０への移行でございますが、現在使用している方を強制的に移行はさ

せません。なので、引き続き使い続けるという可能性はございます。ただ、可能性とし

ては、３ページ目のグラフを見ていただきますと、現在１億６,０００万のうち、通信

モジュール、これが大体Ｍ２Ｍに該当するであろうということで１,２９７万と。さら

に赤い部分、通信モジュール以外のところは、Ｍ２Ｍではないですけれども、データ通

信専用のＳＩＭ、あるいはタブレットというものも入ってきますので、赤い部分からも

一部入ってくる、０２０で置きかわる可能性があると見てございます。 

○山下委員  わかりました。ありがとうございました。 

○関口委員  Ｍ２Ｍは料金としては相当安いはずなのです。０２０は、１ページの改正

の概要の２番目のポツのところにあるように、ユニバ料金負担の対象外になっています。

これだけの差をどう考えるか次第で移行は進むと思います。例えば、２,０００円にと

っての２円と１００円ぐらいのＭ２Ｍにとっての２円の負担の割合では負担感も相当違

いますから、敏感な事業者さんの場合には移行が進むだろうと感じます。印象ですけれ
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ども。 

○辻部会長  料金は今のところでまだ問題になりませんけれども。 

○関口委員  ユニバは０７０だと今は対象となっているわけですね。０２０に移行すれ

ばユニバの負担から免れますから、同じ事業者が同じサービスをするときに、ユニバ―

サルサービス料の負担を重いと感じる事業者さんの場合には早目に移行される、あまり

感じない場合には機械の更新まではそのままお使いになるということになると思います。 

○長田委員  それで、０２０の利用がユニバの対象から外れたり、品質規格など技術基

準なども要件が変わるということの中で、８ページの資料によると、ＭＮＯとＭＶＮＯ

と少し範囲が変えてあるわけです。今後、ＭＶＮＯが自身で番号をとることができるよ

うになっていく方向が検討されていると思うのですが、そうなってくれば、ＭＶＮＯの

０２０の対象範囲がもう少し広がるというふうに考えていいのか。というか、ＭＶＮＯ

としては０２０はぜひ扱いたい分野だと思うので、ＭＮＯとの差があるということ自体

は競争上あまりいいことではないと思うので、その辺の先行きを教えていただければと

思います。 

○廣重番号企画室長  現在の制度案、改正案におきまして、ＭＶＮＯを直ちに排除して

いるというものではございません。基本的に、番号はＭＮＯに指定をして、ＭＮＯから

ＭＶＮＯに割り当てをするという流れでございますが、これはＭＮＯとＭＶＮＯとの間

の調整でございますけれども、確実にＭＶＮＯのユーザーがＭ２Ｍに使うということが

確保できれば、０２０番号を使うことは可能と考えてございますので、ここはＭＮＯと

ＭＶＮＯの調整、あるいは使用使途の明確化というところにかかってくるかと思います。 

○辻部会長  それでは、いろいろ議論、ありがとうございました。本件につきましては、

当審議会の議事規則第４条第１項の規定に従いまして、諮問された内容を本日の部会長

会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募

集を行うことといたします。 

 本件に関する意見招請は、１０月２７日木曜日までとさせていただきたいと思います。 

 なお、提出された意見を踏まえ、電気通信番号委員会において調査・検討いただいた

上で、最終的に当部会として答申をまとめることとしたいと思っております。 

 また、Ｍ２Ｍ等につきまして、専用番号を導入する「電気通信番号規則」の改正に伴

い、電気通信番号規則を引用する「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金

算定等規則」についても所要の改正を行う必要が生じますが、対象となる電気通信番号
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を明確化する形式的な改正のみであることから、ユニバーサルサービス委員会での調査

は不要とさせていただきたいと思います。 

 以上、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻部会長  それでは、その旨決定したいといたします。ありがとうございました。 

 

（２）報告事項 

ア 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の平成２７年度における

基礎的電気通信役務の提供に係る経営効率化等の報告について 

 

○辻部会長  続きまして、報告事項に移ります。「東日本電信電話株式会社及び西日本

電信電話株式会社の平成２７年度における基礎的電気通信役務の提供に係る経営効率化

等の報告に」ついて、総務省から説明をお願いいたします。 

○藤野料金サービス課長  再度、料金サービス課の藤野でございます。お手元の資料７

４－４をご覧いただきたいと思います。こちらは、ＮＴＴ東日本・西日本が、２７年度

において、ユニバーサルサービスの提供に係る経営効率化をどのように取り組んできた

かということについて報告いただいた内容をご報告するものです。 

 先ほど諮問案件の中で、ユニバーサルサービスの補填対象額の算定についてご説明い

たしました。その中で、対象額を決めるときに、原価としましては、設備の管理部門は

ＬＲＩＣのモデルを使っていることを申し上げましたけれども、利用部門は実費を使っ

ておりました。ですので、こういった交付金の金額を決める上で、利用部門における経

営の効率化が非常に重要になってくることから、平成１８年１１月にＮＴＴの地域会社

に対しまして、利用部門を中心に経営効率化の実績等を報告していただくように求めて

おります。それを受けて報告がなされたというものでございます。 

 表紙をめくっていただきまして、１ページ目でございます。報告概要とございますが、

２７年度の実績、それから、２８年度計画のおのおのについて報告がなされてございま

す。 

 １ページの真ん中のところでございますけれども、ユニバーサルサービスの利用部門

の経営効率化の実績とございます。網かけをしてございますけれども、営業費用のうち、

両方に係るところでございますが、ＮＴＴ東日本で対前年度比７.３％の減、ＮＴＴ西
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日本で７.５％の減ということで、効率化の努力をやっていただいているということで

ございます。 

 主な取組内容について、１ページの下からご紹介してございます。まず、採用抑制を

取り入れました人員数の削減というのをＮＴＴ地域会社おのおのやってございます。東

日本の場合ですと、２６年の実績に対して２７年の実績が３.２万人から３.０万人に減

っている、西日本の場合は３.１万人から２.９万人に減らしているということでござい

ます。 

 それから、業務の集約状況について、その次の欄にご紹介してございますが、１１６

の受付の業務についての拠点数をＮＴＴ東日本で１４拠点を１３拠点に減らしていると

いう取組をご報告いただいてございます。ＮＴＴ西日本では、料金業務に係る拠点を集

約したということで、４３拠点から３８に減らしたということでご報告をいただきまし

た。 

 それから、資産のスリム化ということで、１ページから２ページ目にわたってござい

ますけれども、社宅等の集約等によることで保有コストを減らしているとご報告いただ

いてございます。 

 そのほかに、料金請求に係る費用の抑制ということで、ＮＴＴ東日本の場合はＷｅｂ

で行うという取組を進めていると。ＮＴＴ西日本でもＷｅｂ化を進め、社内書類等送付

にメール便を使う等といったことでコストの削減に努めているというご報告をいただい

てございます。 

 その次に、２ページ真ん中からございますけれども、ＮＴＴ東日本では費用の削減に

努めているということ、それから、緊急通報につきまして、警察等の緊急通報機関の受

付方式を見直しており、専用線ではなくて公衆網を使ったりすることでコストの減少を

やっているということでございます。 

 それから、第一種公衆電話でも費用削減に努めているというご報告をいただいており

ます。 

 西日本でございますが、基本料に関する費用の削減のほか、やはり緊急通報、あるい

は公衆電話についての費用削減に取り組んでいるということでございます。 

 以上、２７年度でございましたけれども、２８年度の計画について、３ページにござ

います。やはり、設備の利用部門の費用につきましては７％程度の減に努めていくとい

うことで、具体的な取組方策としては、人員数の削減、あるいは業務の集約、また拠点
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数の減などを行っていくということでご報告いただいてございます。 

 以上でございます。 

○辻部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきましてご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

 それでは、東西ＮＴＴには引き続き、効率化をお願いしたいと思います。 

以上で本日の審議は終了しました。委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 それでは、事務局からはございますでしょうか。 

○事務局（東情報流通行政局総務課課長補佐）  事務局から、次回の電気通信事業部会

の日程についてお知らせさせていただきます。 

 次回の日程ですが、１１月１８日金曜日、午後の開催を予定しております。詳細につ

きましては、別途事務局からご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○辻部会長  それでは、以上をもちまして閉会といたします。どうもありがとうござい

ました。 

 

閉  会 

 


